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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　センサの一部分における生体の皮下への留置を保持する本体部と、
　前記本体部に取り付けられた２以上の保持部と、
を備え、
　前記２以上の保持部それぞれは、前記生体に粘着可能な粘着材層を備え、且つ、前記セ
ンサの一部分が前記生体の皮下に留置されている状態において、前記粘着材層が前記生体
に接触する状態と、前記粘着材層が前記生体から離れた状態との選択が可能となるように
可動する、
ことを特徴とするマウントユニット。
【請求項２】
　前記２以上の保持部それぞれが、ヒンジ機構を介して、前記本体部に取り付けられ、
　前記ヒンジ機構による前記保持部の可動により、前記粘着材層が前記生体に接触する状
態と、前記粘着材層が前記生体から離れた状態と、の選択が可能になる、
請求項１に記載のマウントユニット。
【請求項３】
　前記２以上の保持部それぞれが、前記生体に近づく方向及び前記生体から離れる方向に
移動可能となるように、前記本体部に取り付けられ、
　前記保持部の移動により、前記粘着材層が前記生体に接触する状態と、前記粘着材層が
前記生体から離れた状態と、の選択が可能になる、
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請求項１に記載のマウントユニット。
【請求項４】
　前記２以上の保持部それぞれが、更に、前記本体部に対して回転可能となるように、前
記本体部に取り付けられている、請求項３に記載のマウントユニット。
【請求項５】
　前記２以上の保持部それぞれの外面に、回転方向に沿って、前記粘着材層が複数個設け
られている、請求項４に記載のマウントユニット。
【請求項６】
　前記本体部が、前記センサの位置を保持した状態で、少なくとも１つの前記保持部の前
記生体に接触する位置を変更できる機構を備えている、請求項１に記載のマウントユニッ
ト。
【請求項７】
　生体の皮下に一部分が留置されるセンサと、前記センサを前記生体に固定するためのマ
ウントユニットとを備え、
　前記マウントユニットは、前記センサの一部分における前記生体の皮下への留置を保持
する本体部と、前記本体部に取り付けられた２以上の保持部と、を備え、
　前記２以上の保持部それぞれは、前記生体に粘着可能な粘着材層を備え、且つ、前記セ
ンサの一部分が前記生体の皮下に留置されている状態において、前記粘着材層が前記生体
に接触する状態と、前記粘着材層が前記生体から離れた状態との選択が可能となるように
可動する、
ことを特徴とするセンサユニット。
【請求項８】
　生体の皮下にある間質液及び血液のうち少なくとも一方に含まれる物質に関する数値情
報を測定するための測定装置であって、
　前記皮下に一部分が留置され、且つ、前記数値情報に応じた信号を生成するセンサと、
　前記センサを前記生体に固定するためのマウントユニットと、
　前記センサが生成した前記信号を受け取り、前記信号に対するデジタル信号処理を含む
処理を実行するコントロールユニットと、
を備え、
　前記マウントユニットは、前記センサの一部分における前記生体の皮下への留置を保持
する本体部と、前記本体部に取り付けられた２以上の保持部とを備え、
　前記２以上の保持部それぞれは、前記生体に粘着可能な粘着材層を備え、且つ、前記セ
ンサの一部分が前記生体の皮下に留置されている状態において、前記粘着材層が前記生体
に接触する状態と、前記粘着材層が前記生体から離れた状態との選択が可能となるように
可動する、
ことを特徴とする測定装置。
【請求項９】
　前記コントロールユニットが、デジタル信号処理された前記信号を外部の計測装置に送
信する送信処理を実行する、請求項８に記載の測定装置。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体の皮下に埋設されるセンサの固定に用いられるマウントユニット、それ
を利用したセンサユニット、これらを備えた測定装置、及びセンサを固定するための方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来からの血糖値測定では、測定の度に、ランセットと呼ばれる器具によって患者の体
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を穿刺し、そして、血液を採取する必要があり、患者における負担が大きいという問題、
更には、連続的な測定が行えないという問題がある。このような問題を解消するため、近
年においては、ＣＧＭ（Continuous Glucose Monitoring）と呼ばれる連続的に皮下組織
中のグルコース濃度を測定する方法が提案されている。
【０００３】
　ＣＧＭでは、センサは、その一部が患者の皮下に埋設されるように配置され、このセン
サによって、皮下間質液中のグルコースの濃度に応じた電流値等の信号が連続的出力され
る。そして、計測装置等によって、信号から血糖値が換算される。ＣＧＭによれば、血糖
値を連続的に測定することができる（例えば、特許文献１参照。）。間質液は血液とは異
なるが、間質液中のグルコースの濃度は、血液中のグルコースの濃度（血糖値）を反映す
ると考えられている。よって、皮下間質液中のグルコースの濃度を測定することにより、
血糖値を知ることができる。
【０００４】
　また、ＣＧＭでは、センサの一部を患者の皮下に埋め込む必要があるため、特許文献１
は、センサを穿刺針と共に皮膚に向けて打ち出し、そしてセンサを皮下に埋め込むことが
できるデバイス（埋め込みデバイス）を開示している。埋め込みデバイスは、バネ等によ
ってセンサを穿刺針と共に打ち出し、その後、穿刺針のみを引き戻す機構を備えている。
ここで、特許文献１に開示されたセンサの挿入手順について説明する。
【０００５】
　先ず、センサを搭載するためのマウントユニットが、患者の皮膚の上に配置される。こ
のとき、マウントユニットは、両面テープによって患者の皮膚に固定される。そして、マ
ウントユニットの所定位置に、センサと穿刺針とがセットされた埋め込みデバイスが配置
され、埋め込みデバイスによってセンサと穿刺針とが共に皮下に打ち込まれる。この後、
穿刺針は元の位置に戻るが、センサは、接続用の端子が設けられた部分が皮膚から突き出
し、残りの部分が皮下に留置された状態となる。
【０００６】
　そして、埋め込みデバイスがマウントユニットから除去されると、マウントユニットの
上に、センサを制御するためのコントロールユニットが配置される。このとき、センサの
端子が設けられている部分（端子部分）は、マウントユニットとコントロールユニットと
の間に挟みこまれ、センサはマウントユニットによって患者に固定される。また、同時に
、コントロールユニットの端子と、皮膚から突き出たセンサの端子とが接続され、ＣＧＭ
システムが完成する。
【０００７】
　その後、ＣＧＭシステムを稼働させ、センサによるセンシングを行えば、センサで得ら
れた信号は、コントロールユニットによってデジタル信号に変換され、更に、無線又は有
線によって外部の計測装置へと送られる。計測装置は、送られてきた信号から具体的なグ
ルコースの濃度を算出し、算出値を表示画面に表示する。
【０００８】
　また、上述したように、センサはマウントユニットによって患者に固定され、皮下に埋
設されている部分が不用意に動かない状態とされる。これは、センサの皮下に埋設されて
いる部分が動いて、埋め込みデバイスによって皮膚に形成された傷が大きくなると、患者
の体が、傷を治癒すべく、センサをタンパク質で覆ってしまい、正確な測定が出来ない状
態が発生してしまうためである。
【０００９】
　更に、このようにタンパク質で覆われてしまったセンサは使用できないため、これを取
り外して、新しいセンサを再度挿入する必要があるが、この場合の患者における肉体的及
び経済的負担は小さくない。また、センサから信号が出力されているかどうかは、コント
ロールユニット及び計測装置を動作させて初めて分かるため、患者が再度医療機関を訪れ
なければならない場合も発生する。従って、ＣＧＭシステムにおいては、一度埋設された
センサは、極力、動かないようにする必要がある。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００８－６２０７２号公報（第１４図、第１７図、第２６－２８Ｄ
図、第３３図）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　ところで、近年においては、より長期間の埋込みが可能なセンサが求められている。そ
のため、センサの寿命が到来する前（センサの交換が必要になる前）に、マウントユニッ
トを患者に固定する両面テープの交換が必要となる場合がある。
【００１２】
　また、交換が必要となった両面テープをそのまま使用すると、皮膚のかぶれ及び細菌の
発生といった衛生的な問題が発生する。また、交換が必要となった両面テープをそのまま
使用した場合は、皮膚のターンオーバーによる両面テープの粘着力の低下及び捲れなどに
より、マウントユニットによるセンサの固定が不安定になってしまう。その結果、センサ
の皮下に埋設された部分が動いて、皮膚の傷が大きくなり、上述した正確な測定ができな
い問題も発生する。これらの問題を解消するため、両面テープの定期的な交換が求められ
る。
【００１３】
　しかしながら、特許文献１に開示されたＣＧＭシステムで用いられている従来からのマ
ウントユニットでは、その構造上、センサを皮下に埋設させた状態のままで両面テープを
交換することは困難である。従って、両面テープの交換の度に、センサを患者から取りは
ずして、新しいセンサに交換しなければならず、再度穿刺を行う必要がある。そして、長
期間埋込可能なセンサを適用しているにも拘らず、両面テープの交換の度にセンサを交換
しなければならないため、センサを無駄に消費してしまう。
【００１４】
　本発明の目的は、上記問題を解消し、センサに外力が加わらないようにしつつ、固定用
の粘着材層の交換を容易に行えるようにし得る、マウントユニット、センサユニット、測
定装置、及びセンサ固定方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記目的を達成するため、本発明におけるマウントユニットは、センサの一部分におけ
る生体の皮下への留置を保持する本体部と、前記本体部に取り付けられた２以上の保持部
と、を備え、前記２以上の保持部それぞれは、前記生体に粘着可能な粘着材層を備え、且
つ、前記粘着材層が前記生体に接触する状態と、前記粘着材層が前記生体から離れた状態
との選択が可能となるように可動する、ことを特徴とする。
【００１６】
　以上の特徴によれば、粘着材層の交換が必要となった場合は、一つの保持部の粘着材層
を生体に粘着させた状態で、他の保持部を動かしてその粘着材層を生体から剥離し、この
剥離した粘着材層を新しい粘着材層に交換することができる。つまり、本発明では、セン
サを固定した状態のまま、古くなった粘着材層の交換を行うことができる。本発明によれ
ば、センサに外力が加わらないようにしつつ、固定用の粘着材層の交換を容易に行うこと
ができる。
【００１７】
　上記本発明におけるマウントユニットは、前記２以上の保持部それぞれが、ヒンジ機構
を介して、前記本体部に取り付けられ、前記ヒンジ機構による前記保持部の可動により、
前記粘着材層が前記生体に接触する状態と、前記粘着材層が前記生体から離れた状態と、
の選択が可能になる、態様であるのが好ましい。この態様によれば、マウントユニットの
構造を簡略化でき、製造コストの低減を図ることができる。
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【００１８】
　また、上記本発明におけるマウントユニットは、前記２以上の保持部それぞれが、前記
生体に近づく方向及び前記生体から離れる方向に移動可能となるように、前記本体部に取
り付けられ、前記保持部の移動により、前記粘着材層が前記生体に接触する状態と、前記
粘着材層が前記生体から離れた状態と、の選択が可能になる、態様であるのも好ましい。
この態様による場合も、マウントユニットの構造を簡略化でき、製造コストの低減を図る
ことができる。
【００１９】
　更に、上記本発明におけるマウントユニットは、前記２以上の保持部それぞれが、更に
、前記本体部に対して回転可能となるように、前記本体部に取り付けられている、態様で
あるのも好ましい。この態様による場合も、マウントユニットの構造を簡略化でき、製造
コストの低減を図ることができる。また、この態様と先に述べた態様とを組み合わせれば
、いっそう確実に、粘着材層の交換作業をより簡単にすることができる。
【００２０】
　加えて、上記の態様では、前記２以上の保持部それぞれの外面に、回転方向に沿って、
前記粘着材層が複数個設けられている、のが好ましい。この場合は、保持部を回転させる
だけで、粘着材層の交換を行なうことができる。
【００２１】
　また、上記本発明におけるマウントユニットは、前記本体部が、前記センサの位置を保
持した状態で、少なくとも１つの前記保持部の前記生体に接触する位置を変更できる機構
を備えている、態様であるのも好ましい。この態様によれば、粘着材層との長時間の接触
を原因とする生体の皮膚のかぶれの発生を抑制できる。
【００２２】
　また、上記目的を達成するため、本発明におけるセンサユニットは、生体の皮下に一部
分が留置されるセンサと、前記センサを前記生体に固定するためのマウントユニットとを
備え、前記マウントユニットは、前記センサの一部分における前記生体の皮下への留置を
保持する本体部と、前記本体部に取り付けられた２以上の保持部と、を備え、前記２以上
の保持部それぞれは、前記生体に粘着可能な粘着材層を備え、且つ、前記粘着材層が前記
生体に接触する状態と、前記粘着材層が前記生体から離れた状態との選択が可能となるよ
うに可動する、ことを特徴とする。
【００２３】
　更に上記目的を達成するため、本発明における測定装置は、生体の皮下にある間質液及
び血液のうち少なくとも一方に含まれる物質に関する数値情報を測定するための測定装置
であって、前記皮下に一部分が留置され、且つ、前記数値情報に応じた信号を生成するセ
ンサと、前記センサを前記生体に固定するためのマウントユニットと、前記センサが生成
した前記信号を受け取り、前記信号に対するデジタル信号処理を含む処理を実行するコン
トロールユニットと、を備え、前記マウントユニットは、前記センサの一部分における前
記生体の皮下への留置を保持する本体部と、前記本体部に取り付けられた２以上の保持部
とを備え、前記２以上の保持部それぞれは、前記生体に粘着可能な粘着材層を備え、且つ
、前記粘着材層が前記生体に接触する状態と、前記粘着材層が前記生体から離れた状態と
の選択が可能となるように可動する、ことを特徴とする。
【００２４】
　上記本発明における測定装置は、前記コントロールユニットが、デジタル信号処理され
た前記信号を外部の計測装置に送信する送信処理を実行する態様であっても良い。この態
様では、外部の計測装置によって、信号を数値情報に変換できるので、コントロールユニ
ットの小型化を図ることができる。
【００２５】
　また、上記目的を達成するため、本発明におけるセンサ固定方法は、生体の皮下に一部
分が留置されるセンサを、前記生体に固定するための方法であって、
（ａ）本体部と、前記本体部に取り付けられた２以上の保持部とを備えており、
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前記２以上の保持部それぞれは、前記生体に粘着可能な粘着材層を備え、且つ、前記粘着
材層が前記生体に接触する状態と、前記粘着材層が前記生体から離れた状態とを選択でき
るように、前記本体部に取り付けられている、マウントユニットを用い、前記マウントユ
ニットの本体部によって、前記センサを保持する、ステップと、
（ｂ）前記マウントユニットの前記２以上の保持部のうち少なくとも１つの粘着材層を、
前記生体に接触させて、前記マウントユニットを前記生体に固定させる、ステップと、
（ｃ）前記２以上の保持部において前記粘着材層の交換が必要な場合に、少なくとも１つ
の保持部の前記粘着材層を前記生体に接触させた状態で、交換が必要な粘着材層を備える
保持部を動かして、前記交換が必要な粘着材層を前記生体から剥離する、ステップと、
を有することを特徴とする。
【００２６】
　上記本発明におけるセンサ固定方法は、前記２以上の保持部それぞれが、ヒンジ機構を
介して、前記本体部に取り付けられ、前記ヒンジ機構による前記保持部の可動により、前
記粘着材層が前記生体に接触する状態と、前記粘着材層が前記生体から離れた状態と、の
選択が可能になり、前記（ｃ）のステップにおいて、前記ヒンジ機構による前記保持部の
可動により、前記交換が必要な粘着材層を前記生体から剥離する、態様であるのが好まし
い。
【００２７】
　また、上記本発明におけるセンサ固定方法は、前記２以上の保持部それぞれが、前記生
体に近づく方向及び前記生体から離れる方向に移動可能となるように、前記本体部に取り
付けられ、前記保持部の移動により、前記粘着材層が前記生体に接触する状態と、前記粘
着材層が前記生体から離れた状態と、の選択が可能になり、前記（ｃ）のステップにおい
て、前記保持部の移動により、前記交換が必要な粘着材層を前記生体から剥離する、態様
であるのも好ましい。
【００２８】
　上記の態様では、前記２以上の保持部それぞれが、前記本体部に対して回転可能となる
ように、前記本体部に取り付けられているのが、更に好ましい。そして、このとき、前記
２以上の保持部それぞれの外面に、回転方向に沿って、前記粘着材層が複数個設けられて
おり、前記（ｃ）のステップにおいて、前記保持部の回転により、前記交換が必要な粘着
材層に代わる新たな粘着材層を前記生体に向け、その後、前記保持部の移動により、新た
な粘着材層を前記生体に粘着させる、のがいっそう好ましい。
【発明の効果】
【００２９】
　以上のように、本発明における、マウントユニット、センサユニット、測定装置、及び
センサ固定方法によれば、センサに外力が加わらないようにしつつ、固定用の粘着材層の
交換を容易に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】図１（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施の形態１におけるマウントユニット及びセ
ンサユニットの構成を示す図であり、図１（ａ）は斜視図、図１（ｂ）は平面図、図１（
ｃ）は底面図である。
【図２】図２は、本発明の実施の形態１で用いられるセンサの先端部分を示す斜視図であ
る。
【図３】図３は、本発明の実施の形態１における測定装置を示す斜視図である。
【図４】図４（ａ）～（ｄ）は、本発明の実施の形態１におけるセンサ固定方法を構成す
る一連の主なステップを示す図である。
【図５】図５（ａ）～（ｄ）は、本発明の実施の形態２におけるマウントユニット及びセ
ンサユニットの構成を示す図であり、図５（ａ）は斜視図、図５（ｂ）は正面図、図５（
ｃ）は側面図、図５（ｄ）は底面図である。
【図６】図６（ａ）～（ｄ）は、本発明の実施の形態２におけるセンサ固定方法を構成す
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る一連の主なステップを示す図である。
【図７】図７は、本発明の実施の形態２におけるマウントユニットの変形例を示す斜視図
である。
【図８】図８は、本発明の実施の形態３におけるマウントユニットの構成を示す図である
。
【図９】図９（ａ）及び（ｂ）は、本発明の実施の形態３におけるセンサ固定方法を構成
する一連の主なステップを示す図である。
【図１０】図１０（ｃ）及び（ｄ）は、本発明の実施の形態３におけるセンサ固定方法を
構成する、図９（ｂ）に示したステップの実行後の一連の主なステップを示す図である。
【図１１】図１１は、本発明の実施の形態４におけるマウントユニットを示す斜視図であ
る。
【図１２】図１２（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施の形態４におけるセンサ固定方法を構
成する一連の主なステップを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
（実施の形態１）
　以下、本発明の実施の形態１における、マウントユニット、センサユニット、測定装置
、及びセンサ固定方法について、図１～図４を参照しながら説明する。
【００３２】
［マウントユニット、センサユニット］
　最初に、図１を用いて、本実施の形態１における、マウントユニット、及びセンサユニ
ットの構成を説明する。図１（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施の形態１におけるマウント
ユニット及びセンサユニットの構成を示す図であり、図１（ａ）は斜視図、図１（ｂ）は
平面図、図１（ｃ）は底面図である。
【００３３】
　図１（ａ）～（ｃ）に示すように、本実施の形態１において、センサユニット３０は、
マウントユニット１０と、一部分２０ａが皮下に留置されるセンサ２０とを備えている。
センサ２０は、図２を用いて後述するように、一部分２０ａが皮下に留置されると、間質
液及び血液のうち少なくとも一方に含まれる物質に関する数値情報に応じて、信号を生成
する。このような物質としては、グルコースが挙げられ、この場合、センサ２０からの信
号により、グルコースに関する数値情報、例えば、グルコースの濃度の特定が可能となる
。
【００３４】
　マウントユニット１０は、センサ２０を生体に固定するために用いられ、本体部１１と
、保持部１２ａ～１２ｄとを備えている。このうち、本体部１１は、センサ２０の一部分
における生体の皮下への留置を保持する。具体的には、本実施の形態１では、本体部１１
は、センサ２０を、その皮下に埋設されていない部分（図示せず）で保持する。本実施の
形態１では、本体部１１は、その生体側の部分（図１（ｃ）参照）から、センサの皮下に
埋設される部分２０ａが突き出るように、センサ２０を保持している。
【００３５】
　また、このとき、本体部１１においては、センサ２０の電極（後述の図２参照）は、本
体部１１の上面に露出する電極１６（図１（ａ）及び（ｂ）参照）と導通される。そして
、センサ２０の電極は、電極１６を介して、コントロールユニット４０（後述の図３参照
）と電気的に接続される。
【００３６】
　保持部１２ａ～１２ｄは、アーム状に形成され、本体部１１に取り付けられている。ま
た、保持部１２ａ～１２ｄは、それぞれ、生体に粘着可能な粘着材層１３を備え、更に、
粘着材層１３が生体に接触する状態と、粘着材層１３が生体から離れた状態との選択が可
能となるように可動する。なお、図１（ａ）～（ｃ）の例では、保持部の数は４つである
が、本実施の形態１はこれに限定されるものではない。保持部の数は、２つ以上であれば
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良い。
【００３７】
　具体的には、本実施の形態１では、保持部１２ａ～１２ｄそれぞれは、本体部１１の側
面から、生体側の部分（図１（ｃ）参照）の周辺に向けて、突き出るように取り付けられ
ている。また、保持部１２ａ～１２ｄそれぞれの本体部１１への取り付けは、ヒンジ機構
１５を介して行われており、ヒンジ機構１５による各保持部の可動により、粘着材層１３
が生体に接触する状態と、粘着材層１３が生体から離れた状態と、の選択が可能になる。
【００３８】
　図１（ａ）～（ｃ）の例では、保持部１２ａと保持部１２ｃとは、粘着材層１３が生体
に接触する状態となっている。一方、保持部１２ｂと保持部１２ｄとは、粘着材層１３が
生体から離れた状態となっている。また、保持部１２ｂ及び保持部１２ｄの粘着材層１３
には、各粘着材層１３を保護するため、セパレータフィルム１４が貼付されている。図１
（ａ）において、セパレータフィルム１４は斜線で示されている。なお、保持部１２ｄの
粘着材層１３に貼付されているセパレータフィルム１４の図示は省略されている。
【００３９】
　ここで、マウントユニット１０の使用例の一つを説明する。例えば、マウントユニット
１０が、保持部１２ａ及び保持部１２ｃの粘着材層１３によって生体の皮膚に粘着されて
いるが、両者の粘着材層１３が劣化している場合を想定する。この場合は、先ず、保持部
１２ｂ及び保持部１２ｄの粘着材層１３に貼付されているセパレータフィルム１４を剥離
する。次に、保持部１２ｂ及び保持部１２ｄを可動させて、これらを倒し、これらの粘着
材層１３を生体に粘着させる。その後、保持部１２ａ及び保持部１２ｃを可動させて、こ
れらを起こせば、センサ２０の固定を維持した状態で、劣化した粘着材層１３を生体から
剥離することができる。このように、本実施の形態１によれば、センサ２０を固定した状
態のまま、古くなった粘着材層１３の交換を行うことができる。
【００４０】
　また、本実施の形態１において、粘着材層１３は、対向する２方向において粘着性を有
するものであれば良く、例えば、粘着材のみで形成された層であっても良いし、両面粘着
テープであっても良い。
【００４１】
　両面粘着テープの具体例としては、不織布等で形成された基材の両面に、粘着材層を設
けたものが挙げられる。また、粘着材のみで形成された層及び両面粘着テープにおいて用
いられる粘着材としては、ハイドロゲル系粘着材、又はシリコーン系粘着材等が挙げられ
る。このうち、シリコーン系粘着材では、表面を清掃することによって粘着力を復活させ
ることができるので、シリコーン系粘着材が用いられた粘着材層又は両面粘着テープを採
用した場合は、繰り返し使用することが可能となる。
【００４２】
　更に、本実施の形態１において、粘着材層１３を形成する粘着材としては、加熱又は電
圧の印加によって剥離が可能な粘着材（例えば、特開２０１０－０３７３５４号公報参照
。）を用いることができる。このような粘着材を用いて、粘着材層１３を形成すれば、保
持部と皮膚との粘着を選択的に行うことができる。また、この場合、粘着材層１３への加
熱又は電圧の印加は、マウントユニットが備える電源（図示せず）によって行なうことが
できる。
【００４３】
［センサ］
　ここで、図１に加えて図２を用いて、センサ２０の構成を説明する。図２は、本発明の
実施の形態１で用いられるセンサの先端部分を示す斜視図である。また、以下においては
、センサ２０によって検出される物質が、グルコースであり、センサ２０が、グルコース
センサである場合について説明する。
【００４４】
　図１及び図２に示すように、センサ２０は、細長い帯状に形成されている。センサ２０



(9) JP 5757816 B2 2015.8.5

10

20

30

40

50

は、埋め込みデバイス（図示せず）により、先端側の部分２０ａが皮下に留置された状態
とされる。また、センサ２０のこのような状態は、センサ２０が皮膚に植え込まれた状態
と言うこともできる。
【００４５】
　また、図２に示すように、センサ２０は、絶縁性及び可撓性を有する基板２３を備えて
いる。基板２３の形成材料は、特に限定されるものではない。但し、人体への影響が少な
い点から、基板２３の形成材料としては、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリ
プロピレン（ＰＰ）、及びポリエチレン（ＰＥ）といった熱可塑性樹脂、ポリイミド樹脂
及びエポキシ樹脂といった熱硬化性樹脂が挙げられる。また、基板２３の形状は、特に限
定されないが、生体の皮膚に突き刺さり易いようにするため、鋭利な形状となっていても
良い。
【００４６】
　また、センサ２０は、基板２３に加え、一対の電極２１ａ及び電極２１ｂと、グルコー
ス酸化還元酵素が配置されている部分（酵素試薬層）２２とを備えている。電極２１ａ及
び電極２１ｂは、酵素試薬層２２に電圧を印加するために用いられる。また、電極２１ａ
及び電極２１ｂは、基板２３の表面にその長手方向に沿って形成され、配線としても機能
する。更に、電極２１ａ及び２１ｂの形成は、例えば、非腐食性金属、又はカーボンイン
ク等の導電性の材料を用いて、蒸着、又はスクリーン印刷等によって行うことができる。
【００４７】
　酵素試薬層２２は、図２の例では、グルコース酸化還元酵素を電極２１ａの上に固定化
することによって形成される。この場合、電極２１ａは作用極として機能する。また、グ
ルコース酸化還元酵素は、間質液中又は血液中のグルコース（基質）との反応により生じ
る生成物を電極上で検知する機能と、反応により生成される電子を直接又は金属錯体のよ
うなメディエーターを介して電極に渡す機能とを有している。従って、電極２１ａと２１
ｂとの間に電圧を印加すると、酵素の触媒反応におけるグルコースの反応量に応じて、電
極２１ａ上で反応により発生する電子を検出することが出来る。
【００４８】
　また、本実施の形態１において、利用可能なグルコース酸化還元酵素としては、グルコ
ースオキシダーゼ（ＧＯＤ）、グルコースデヒドロゲナーゼ（ＧＤＨ）等が挙げられる。
更に、グルコース酸化還元酵素を固定化する方法としては、公知の種々の方法が挙げられ
、例えば、グルタルアルデヒドを使う架橋化が挙げられる。
【００４９】
　このような構成により、電極２１ａ及び電極２１ｂを流れる電流の電流値は、グルコー
ス濃度に応じて変化するため、この電流を測定することにより、グルコース濃度の特定が
可能となる。本実施の形態１では、電極２１ａ及び電極２１ｂを流れる電流が、「物質に
関する数値情報に応じた信号」に相当する。
【００５０】
［測定装置］
　続いて、図３を用いて、本実施の形態１における測定装置の構成を説明する。図３は、
本発明の実施の形態１における測定装置を示す斜視図である。図３に示す測定装置５０は
、生体の皮下にある間質液及び血液のうち少なくとも一方に含まれる物質に関する数値情
報を測定する装置である。先に図１及び図２の説明で述べたように、このような物質とし
ては、グルコースが挙げられる。また、この場合、数値情報としては、グルコースの濃度
が挙げられる。
【００５１】
　図３に示すように、測定装置５０は、図１（ａ）～（ｃ）に示したセンサユニット３０
と、コントロールユニット４０とを備えている。図３の例では、センサユニット３０は、
生体６０の皮膚の上に配置されており、センサ２０の先端の部分２０ａは生体６０の皮下
に留置された状態にある。
【００５２】
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　コントロールユニット４０は、センサユニット３０を収容する凹部４２と、電極４１と
を備えている。コントロールユニット４０をセンサユニット３０の上に配置し、凹部４２
内にセンサユニット３０を収容すると、電極４１は、マウントユニット１０の電極１６に
接続され、結果、センサ２０の電極２１ａ及び２１ｂ（図２参照）にも接続される。
【００５３】
　また、コントロールユニット４０は、センサ２０が生成した信号を受け取り、受け取っ
た信号に対するデジタル信号処理を含む処理を実行する機能を備えている。ここで処理の
例としては、信号増幅処理及びＡ／Ｄ変換処理といったデジタル信号処理、送信処理等が
挙げられる。具体的には、コントロールユニット４０は、マウントユニット１０の電極１
６を介して、センサの電極２１ａ及び電極２１ｂ（図２参照）に電圧を印加する。また、
同時に、コントロールユニット４０は、電極２１ａ及び電極２１ｂを流れる電流の電流値
をモニタリングする。そして、コントロールユニット４０は、デジタル処理により、電流
値のレベルを特定するデジタル信号を生成する。
【００５４】
　その後、コントロールユニット４０は、生成したデジタル信号を、有線又は無線によっ
て外部の計測装置へと送信することができる。計測装置は、従来と同様の装置であり、送
られてきたデジタル信号から具体的なグルコースの濃度を算出し、算出値を表示画面等に
表示する。なお、本実施の形態では、コントロールユニット４０自体が、グルコースの濃
度の算出等を行っても良い。
【００５５】
［センサ固定方法］
　次に、本発明の実施の形態１におけるセンサ固定方法について図４（ａ）～（ｄ）を用
いて説明する。図４（ａ）～（ｄ）は、本発明の実施の形態１におけるセンサ固定方法を
構成する一連の主なステップを示す図である。
【００５６】
　図４（ａ）～図４（ｂ）に示す例では、センサユニット３０は、生体６０の皮膚の上に
配置されており、センサ２０の先端の部分２０ａは生体６０の皮下に留置された状態にあ
る。そして、センサユニット３０を構成するマウントユニット１０は、保持部１２ａ及び
保持部１２ｃの粘着材層１３によって生体６０の皮膚に粘着されているが、両者の粘着材
層１３が劣化しているとする。
【００５７】
　以下においては、上記の場合に、劣化した粘着材層１３を新しい粘着材層１３に交換し
つつ、センサ２０を生体６０に対して固定する方法について説明する。なお、以下の説明
においては、適宜図１～図３を参酌する。
【００５８】
　図４（ａ）に示すように、保持部１２ｂ及び保持部１２ｄの粘着材層１３は使用されて
いないため、これらには、セパレータフィルム１４が貼付されている。図４（ａ）におい
ても、セパレータフィルム１４は斜線で示されている。但し、保持部１２ｄの粘着材層１
３に貼付されているセパレータフィルム１４の図示は省略されている。
【００５９】
　次に、各セパレータフィルム１４を粘着材層１３から剥離した後、図４（ｂ）に示すよ
うに、保持部１２ｂ及び保持部１２ｄを倒して、これらの粘着材層１３を生体６０に粘着
させる。その後、図４（ｃ）に示すように、保持部１２ａ及び保持部１２ｃを起こし、劣
化した粘着材層１３を生体６０から剥離する。
【００６０】
　次に、図４（ｄ）に示すように、保持部１２ａ及び保持部１２ｃから、劣化した粘着材
層１３が除去される。そして、保持部１２ａ及び保持部１２ｃには、新しい粘着材層１３
が付与される。この新しい粘着材層１３は、保持部１２ｂ及び保持部１２ｄの粘着材層１
３が劣化した場合に使用される。
【００６１】
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　このように、本実施の形態１によれば、センサ２０の固定を維持した状態で、劣化した
粘着材層１３を生体６０から剥離できる。また、センサ２０の固定を維持した状態で、劣
化した粘着材層１３を新しい粘着材層に交換することもできる。
【００６２】
　また、図４（ａ）～（ｄ）に示した例では、４つの保持部のうち、２つのみでマウント
ユニット１０の固定が行われているが、本実施の形態１は、これに限定されるものではな
い。本実施の形態１では、保持部１２ａ～１２ｄの全てによって、マウントユニット１０
が固定されていても良い。この場合は、少なくとも１つの保持部のみを倒した状態で、他
の保持部の引き起こし及び粘着材層１３の交換を行い、その後、粘着材層１３を交換した
保持部を倒し、残りの保持部の引き起こし、及び粘着材層１３の交換を行えば良い。これ
により、センサ２０の固定を維持した状態で、全ての劣化した粘着材層１３を新しい粘着
材層１３に交換することができる。
【００６３】
（実施の形態２）
　次に、本発明の実施の形態２における、マウントユニット、センサユニット、測定装置
、及びセンサ固定方法について、図５～図７を参照しながら説明する。
【００６４】
［マウントユニット、センサユニット、測定装置］
　最初に、図５を用いて、本実施の形態２における、マウントユニット、センサユニット
、及び測定装置の構成を説明する。図５（ａ）～（ｄ）は、本発明の実施の形態２におけ
るマウントユニット及びセンサユニットの構成を示す図であり、図５（ａ）は斜視図、図
５（ｂ）は正面図、図５（ｃ）は側面図、図５（ｄ）は底面図である。
【００６５】
　図５（ａ）～（ｄ）に示すように、本実施の形態２において、センサユニット８０は、
マウントユニット７０と、センサ２０とを備えている。センサ２０は、実施の形態１にお
いて図２を用いて説明したセンサと同様のものである。マウントユニット７０は、本体部
７１を備えている。本体部７１は、図１に示したマウントユニット１０の本体部１１と同
様に、センサ２０の皮下に埋設されていない部分（図示せず）を保持する。
【００６６】
　また、マウントユニット７０は、図１に示したマウントユニット１０と同様に、保持部
を備えているが、本実施の形態２において、マウントユニット７０に備えられた保持部は
、その構成の点で、実施の形態１と異なっている。以下、実施の形態１との相違点を中心
に説明する。
【００６７】
　図５（ａ）～（ｄ）に示すように、マウントユニット７０は、図１に示したマウントユ
ニット１０と異なり、保持部７２ａと保持部７２ｂとを備えている。保持部７２ａ及び保
持部７２ｂそれぞれは、突き出した状態で生体に近づく方向及び生体から離れる方向に移
動可能となるように、本体部７１に取り付けられている（図５（ｂ）及び（ｃ）参照）。
【００６８】
　つまり、保持部７２ａ及び保持部７２ｂそれぞれは、本体部７１の厚み方向に沿って上
下に移動可能となっている。そして、これらの移動により、粘着材層７３が生体に接触す
る状態と、粘着材層７３が生体から離れた状態との選択が可能になる。
【００６９】
　また、保持部７２ａ及び保持部７２ｂそれぞれは、ローラー形状を有し、そして、本体
部７１に対して回転可能に取り付けられている。具体的には、保持部７２ａ及び保持部７
２ｂそれぞれは、突き出し方向に沿った軸、即ち、本体部７１に取り付けられている部分
から先端側の部分へと向かう軸を回転軸として回転することもできる（図５（ａ）及び（
ｃ）参照）。
【００７０】
　更に、保持部７２ａ及び保持部７２ｂそれぞれの外面には、回転方向に沿って、複数個
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の粘着材層７３が設けられている。この構成により、本実施の形態２においては、後述す
るように、保持部７２ａ又は７２ｂを回転させるだけで、劣化した粘着材層を新しい粘着
材層７３に交換できる。
【００７１】
　なお、使用されていない粘着材層７３には、それを保護するためのセパレータフィルム
７４が貼付されている。図５（ａ）、図５（ｂ）、図５（ｄ）において、セパレータフィ
ルム７４は斜線で示されている。
【００７２】
　また、図５（ａ）～（ｄ）に示した例では、２つの保持部のみが示されているが、本実
施の形態２においても、保持部の数は２以上であれば良く、例えば、保持部の数は３つ以
上であっても良い。更に、本実施の形態２において、保持部の数が３つ以上の場合は、マ
ウントユニット７０は、このうちの一部の保持部（例えば２つの保持部）のみで固定され
ていても良いし、全ての保持部によって固定されていても良い。
【００７３】
　本実施の形態２においても、測定装置は、実施の形態１と同様に、センサユニット８０
と、コントロールユニットとを備えている。コントロールユニットは、実施の形態１にお
いて図３に示したコントロールユニット４０と同様のものであって良い。この場合は、コ
ントロールユニットをセンサユニット８０に取り付けることにより、本実施の形態２にお
ける測定装置が構成される。
【００７４】
［センサ固定方法］
　次に、本発明の実施の形態２におけるセンサ固定方法について図６（ａ）～（ｄ）を用
いて説明する。図６（ａ）～（ｄ）は、本発明の実施の形態２におけるセンサ固定方法を
構成する一連の主なステップを示す図である。
【００７５】
　図６（ａ）～図６（ｄ）に示す例では、センサユニット８０は、生体６０の皮膚の上に
配置されており、センサ２０の先端の部分２０ａは生体６０の皮下に留置された状態にあ
る。そして、センサユニット８０を構成するマウントユニット７０は、保持部７２ａ及び
保持部７２ｂそれぞれの１つの粘着材層７３によって生体６０の皮膚に粘着されているが
、使用されている粘着材層７３は劣化しているとする。
【００７６】
　以下においては、上記の場合に、劣化した粘着材層７３ａ（図６（ｂ）及び（ｃ）参照
）を新しい粘着材層７３に交換しつつ、センサ２０を生体６０に対して固定する方法につ
いて説明する。なお、以下の説明においては、適宜図５を参酌する。
【００７７】
　図６（ａ）に示すように、保持部７２ａ及び保持部７２ｂにおいて、使用されていない
粘着材層７３には、セパレータフィルム７４が貼付されている。図６（ａ）～図６（ｄ）
においても、セパレータフィルム７４は斜線で示されている。
【００７８】
　次に、図６（ｂ）に示すように、保持部７２ａのみを生体６０から離れる方向に移動さ
せ、保持部７２ａの劣化した粘着材層７３ａを生体から剥離する。このとき、保持部７２
ｂはそのままの状態とされるので、保持部７２ｂの粘着材層７３により、マウントユニッ
ト７０は生体６０に固定されたままの状態である。
【００７９】
　次に、図６（ｃ）に示すように、保持部７２ａを回転させ、未だ使用されていない粘着
材層７３のセパレータフィルム７４を剥離する。その後、保持部７２ａを更に回転させ、
劣化した粘着材層７３ａに代えて、セパレータフィルム７４が剥離された粘着材層７３を
生体６０に向ける。
【００８０】
　次に、図６（ｄ）に示すように、保持部７２ａを生体６０に近づく方向に移動させ、図
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６（ｃ）のステップでセパレータフィルム７４が剥離された粘着材層７３を生体６０に粘
着させる。図６（ａ）～（ｄ）のステップにより、保持部７２ａにおいて、劣化した粘着
材層７３ａに代わる新しい粘着材層７３により、生体６０への粘着が行われる。
【００８１】
　また、保持部７２ｂを対象として、図６（ａ）～（ｄ）に示したステップが実行される
と、保持部７２ｂにおいても、劣化した粘着材層に代わる新しい粘着材層７３により、生
体６０への粘着が行われる。
【００８２】
　このように、本実施の形態２による場合も、実施の形態１と同様に、センサ２０の固定
を維持した状態で、劣化した粘着材層７３ａ（図６（ｂ）及び（ｃ）参照）を生体６０か
ら剥離できる。また、センサ２０の固定を維持した状態で、劣化した粘着材層７３ａを新
しい粘着材層７３に交換することもできる。更に、本実施の形態２では、保持部７２ａ又
は７２ｂを回転させるだけで、劣化した粘着材層７３ａを新しい粘着材層７３に交換でき
る。
【００８３】
［変形例］
　ここで、本実施の形態２におけるマウントユニットの変形例について図７を用いて説明
する。図７は、本発明の実施の形態２におけるマウントユニットの変形例を示す斜視図で
ある。
【００８４】
　図７に示すように、本変形例では、本体部７１の側面において、各保持部の水平方向へ
の移動を許容する溝７５が設けられている。図７においては、保持部７２ａに対応する溝
７５のみが図示されている。
【００８５】
　このように、本変形例では、センサ２０の位置を保持した状態で、少なくとも１つの保
持部の生体に接触する位置を変更できる機構を備えている。従って、センサ２０の位置を
変えることなく、皮膚上の粘着材層７３との接触部分を変更することができるようになる
ので、粘着材層７３との長時間の接触を原因とする皮膚のかぶれの発生が抑制される。
【００８６】
（実施の形態３）
　次に、本発明の実施の形態３における、マウントユニット、センサユニット、測定装置
、及びセンサ固定方法について、図８～図１０を参照しながら説明する。
【００８７】
［マウントユニット、センサユニット、測定装置］
　最初に、図８を用いて、本実施の形態３における、マウントユニット、センサユニット
、及び測定装置の構成を説明する。図８は、本発明の実施の形態３におけるマウントユニ
ットの構成を示す図である。
【００８８】
　図８に示すように、本実施の形態３において、センサユニット１００は、マウントユニ
ット９０と、センサ２０とを備えている。センサ２０は、実施の形態１において図２を用
いて説明したセンサと同様のものである。
【００８９】
　また、マウントユニット９０は、保持部９２ａ及び９２ｂが取り付けられた本体部９１
を備えている。更に、保持部９２ａ及び９２ｂは、実施の形態２において図５（ａ）～（
ｄ）に示した保持部７２ａ及び７２ｂと同様に、ローラー形状を有し、且つ、本体部９１
に対して回転可能に取り付けられている。
【００９０】
　更に、本実施の形態３においても、実施の形態２と同様に、保持部９２ａ及び保持部９
２ｂそれぞれの外面には、回転方向に沿って、複数個の粘着材層９３が設けられている。
よって、保持部９２ａ又は９２ｂを回転させるだけで、劣化した粘着材層を新しい粘着材
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層９３に交換できる。なお、使用されていない粘着材層９３には、それを保護するための
セパレータフィルム９４が貼付されている。図８において、セパレータフィルム９４は斜
線で示されている。
【００９１】
　但し、本実施の形態３においては、保持部９２ａ及び９２ｂは、実施の形態２とは異な
り、本体部９１の内部に取り付けられている。なお、図８においては、説明のため、本来
であれば、本体部９１の陰になるために、目視ができない保持部９２ａ及び９２ｂの一部
についても図示している。
【００９２】
　具体的には、図８に示すように、本体部９１は、その対向する側面において、互いに対
向する一対の溝９５ａ及び９５ｂを２組備えている。そして、保持部９２ａ及び９２ｂそ
れぞれは、溝９５ａと溝９５ｂとの間に、これらによって挟み込まれた状態で保持されて
いる。
【００９３】
　また、溝９５ａと溝９５ｂとによる挟み込みは、各保持部の中心を通る軸９８の両端を
各溝に引っ掛けることによって行なわれている。更に、各溝は、本体部９１の水平方向に
沿って長方形状に形成されており、各溝の幅は、軸９８の直径よりも大きく設定されてい
る。
【００９４】
　このため、保持部９２ａ及び９２ｂは、上下方向（本体部の厚み方向）と水平方向とに
移動することができる。更に、本体部９１には、操作者が、保持部９２ａ及び９２ｂを手
動で移動できるようにするため、保持部毎に、開口部９７が設けられている。つまり、マ
ウントユニット９０は、センサ２０の位置を保持した状態で、少なくとも１つの保持部の
生体に接触する位置を変更できる機構を備えている。
【００９５】
　また、図８に示した例では、２つの保持部のみが示されているが、本実施の形態３にお
いても、保持部の数は２以上であれば良く、例えば、保持部の数は３つ以上であっても良
い。更に、本実施の形態３において、保持部の数が３つ以上の場合は、マウントユニット
９０は、このうちの一部の保持部（例えば２つの保持部）のみで固定されていても良いし
、全ての保持部によって固定されていても良い。
【００９６】
　更に、本実施の形態３においても、測定装置は、実施の形態１と同様に、センサユニッ
ト９０と、コントロールユニットとを備えている。コントロールユニットは、実施の形態
１において図３に示したコントロールユニット４０と同様のものであって良い。この場合
は、コントロールユニットをセンサユニット９０に取り付けることにより、本実施の形態
３における測定装置が構成される。
【００９７】
［センサ固定方法］
　次に、本発明の実施の形態３におけるセンサ固定方法について図９（ａ）～図１０（ｄ
）を用いて説明する。図９（ａ）及び（ｂ）は、本発明の実施の形態３におけるセンサ固
定方法を構成する一連の主なステップを示す図である。図１０（ｃ）及び（ｄ）は、本発
明の実施の形態３におけるセンサ固定方法を構成する、図９（ｂ）に示したステップの実
行後の一連の主なステップを示す図である。
【００９８】
　図９（ａ）～図１０（ｄ）に示す例では、センサユニット１００は、生体６０の皮膚の
上に配置されており、センサ２０の先端の部分は生体６０の皮下に留置された状態にある
とする。
【００９９】
　図９（ａ）に示すように、センサユニット１００を構成するマウントユニット９０は、
保持部９２ａ及び保持部９２ｂそれぞれの１つの粘着材層９３によって生体６０の皮膚に
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粘着されている。但し、使用されている粘着材層９３ａは劣化しており、交換の必要があ
る。一方、保持部９２ａ及び保持部９２ｂにおいて、使用されていない粘着材層９３には
、セパレータフィルム９４が貼付されている。
【０１００】
　次に、図９（ｂ）に示すように、保持部９２ａのみを生体６０から離れる方向（上方向
）に移動させ、保持部９２ａの劣化した粘着材層９３ａを生体から剥離する。このとき、
保持部９２ｂはそのままの状態とされるので、保持部９２ｂの粘着材層９３ａにより、マ
ウントユニット９０は生体６０に固定されたままの状態である。
【０１０１】
　次に、図１０（ｃ）に示すように、保持部９２ａを回転させ、未だ使用されていない粘
着材層９３のセパレータフィルム９４を剥離する。その後、保持部９２ａを更に回転させ
、劣化した粘着材層９３ａに代えて、セパレータフィルム９４が剥離された粘着材層９３
を生体６０に向ける。
【０１０２】
　次に、図１０（ｄ）に示すように、保持部９２ａを水平方向に移動させる。その後、保
持部９２ａを生体６０に近づく方向（下方向）に移動させてから、図１０（ｃ）のステッ
プでセパレータフィルム９４が剥離された粘着材層９３を生体６０に粘着させる。その後
、保持部９２ｂについても、同様に、上方向への移動、セパレータフィルムの剥離、回転
、水平方向への移動、新たな粘着材層による粘着を行なう。
【０１０３】
　この結果、本実施の形態３においても、実施の形態１と同様に、センサ２０の固定を維
持した状態で、劣化した粘着材層９３ａ（図９（ａ）参照）の生体６０からの剥離と、劣
化した粘着材層９３ａの新しい粘着材層９３への交換とを行なうことができる。
【０１０４】
　また、本実施の形態３では、保持部９２ａ及び９２ｂの水平方向への移動によって、皮
膚上の粘着材層９３との接触部分を変更することができるので、実施の形態２の変形例と
同様に、粘着材層９３との長時間の接触を原因とする皮膚のかぶれの発生を抑制できる。
更に、本実施の形態３では、保持部９２ａ及び９２ｂは、本体部９１の内部に収納されて
いるため、保持部９２ａ及び９２ｂに外力が加わることにより、粘着材層９３が生体６０
から剥離してしまう事態の発生も抑制されている。
【０１０５】
（実施の形態４）
　次に、本発明の実施の形態４における、マウントユニット、センサユニット、測定装置
、及びセンサ固定方法について、図１１及び図１２を参照しながら説明する。
【０１０６】
［マウントユニット、センサユニット、測定装置］
　最初に、図１１を用いて、本実施の形態４における、マウントユニット、センサユニッ
ト、及び測定装置の構成を説明する。図１１は、本発明の実施の形態４におけるマウント
ユニットを示す斜視図である。
【０１０７】
　図１１に示すように、本実施の形態４において、センサユニット１２０は、マウントユ
ニット１１０と、センサ２０とを備えている。センサ２０は、実施の形態１において図２
を用いて説明したセンサと同様のものである。
【０１０８】
　また、マウントユニット１１０は、保持部１１２ａ～１１２ｅが取り付けられた本体部
１１１を備えている。保持部１１２ａ～１１２ｅは、実施の形態１において図１に示した
保持部１２ａ～１２ｄと同様に、アーム状に形成され、ヒンジ機構（図１１において図示
せず）を介して、本体部１１１の側面に取り付けられている。
【０１０９】
　保持部１１２ａ～１１２ｅそれぞれも、ヒンジ機構による各保持部の可動により、粘着
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材層１１３が生体に接触する状態と、粘着材層１１３が生体から離れた状態と、の選択が
可能になる。また、各保持部の生体側の面には、生体に粘着可能な粘着材層１１３が設け
られている。
【０１１０】
　このように、本実施の形態４において、マウントユニット１１０は、実施の形態１にお
いて図１に示したマウントユニット１０と同様に、可動式の保持部を備えている。但し、
以下の点で、マウントユニット１０と異なっている。
【０１１１】
　本実施の形態４では、マウントユニット１１０は、センサ２０の位置を保持した状態で
、少なくとも１つの保持部の生体に接触する位置を変更できる機構を備えている。具体的
には、本実施の形態４では、本体部１１１は、上段部１１１ａと、中段部１１１ｂと、下
段部１１１ｃとを備えている。これらのうち、上段部１１１ａ及び下段部１１１ｃは、そ
れぞれ、図１１中の矢印の方向に沿って独立して回転可能となるように、中段部１１１ｂ
に取り付けられている。センサ２０及び電極１１５は、中段部１１１ｂに取り付けられて
おり、上段部１１１ａ及び下段部１１１ｃが回転しても、これらは、静止した状態にある
。
【０１１２】
　また、保持部のうち、保持部１１２ａ、１１２ｃ、１１２ｅは、下段部１１１ｃに取り
付けられている。そして、保持部１１２ａ、１１２ｃ、１１２ｅは、これらを生体から離
したとき（これらを持ち上げたとき）に、上段部１１１ａの回転を阻害しないように形成
されている。
【０１１３】
　一方、保持部１１２ｂ及び１１２ｄは、上段部１１１ａに取り付けられている。保持部
１１２ｂ及び１１２ｄは、これらを生体に接触させたとき（下に降ろしたとき）に、下段
部１１１ｃの回転を阻害しないように形成されている。即ち、保持部１１２ｂ及び１１２
ｄは、下に降ろされたときに、それ自身が下段部１１１ｃと接触しないように、保持部１
１２ａ、１１２ｃ、及び１１２ｅよりも、遠い位置で生体に接触するように形成されてい
る。
【０１１４】
　図１１の例では、保持部１１２ａ、１１２ｃ、及び１１２ｅは、粘着材層１１３が生体
に接触する状態となっている。一方、保持部１１２ｂ及び１１２ｄは、粘着材層１３が生
体から離れた状態となっている。また、保持部１１２ｂ及び１１２ｄの粘着材層１１３に
は、各粘着材層１１３を保護するため、セパレータフィルム１１４が貼付されている。図
１１において、セパレータフィルム１１４は斜線で示されている。なお、保持部１１２ｄ
の粘着材層１１３に貼付されているセパレータフィルム１１４の図示は省略されている。
【０１１５】
［センサ固定方法］
　次に、本発明の実施の形態４におけるセンサ固定方法について図１２を用いて説明する
。図１２（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施の形態４におけるセンサ固定方法を構成する一
連の主なステップを示す図である。
【０１１６】
　図１２（ａ）～図１２（ｃ）に示す例では、センサユニット１２０は、生体６０の皮膚
の上に配置されており、センサ２０の先端の部分は生体６０の皮下に留置された状態にあ
るとする。
【０１１７】
　図１２（ａ）に示すように、センサユニット１２０を構成するマウントユニット１１０
は、保持部１１２ａ、１１２ｃ及び１１２ｅそれぞれの粘着材層１１３によって生体６０
の皮膚に粘着されている。但し、保持部１１２ａ、１１２ｃ及び１１２ｅそれぞれの粘着
材層１１３のうち、少なくとも一つが劣化しており、交換の必要がある。一方、保持部１
１２ｂ及び保持部１１２ｄの粘着材層１１３は使用されていないため、これらには、セパ
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レータフィルム１１４が貼付されている。
【０１１８】
　次に、各セパレータフィルム１１４を粘着材層１１３から剥離した後、図１２（ｂ）に
示すように、保持部１１２ｂ及び１１２ｄを倒して、これらの粘着材層１１３を生体６０
に粘着させる。この時、上段部１１１ａを回転させて、保持部１１２ｂ及び１１２ｅそれ
ぞれの生体６０との接触位置を選択することができる。
【０１１９】
　次に、図１２（ｃ）に示すように、保持部１１２ａ、１１２ｃ、及び１１２ｅを起こし
た状態（生体６０から離した状態）とする。そして、この状態で、劣化している粘着材層
１１３を交換する。
【０１２０】
　その後、保持部１１２ｂ及び１１２ｄの粘着材層１１３が劣化した場合は、下段部１１
１ｃを回転させて、保持部１１２ａ、１１２ｃ、及び１１２ｅそれぞれの生体６０との接
触位置を選択した後、再び、これらを生体６０と接触させる。そして、保持部１１２ｂ及
び１１２ｄを起こした状態とする。
【０１２１】
　このように、本実施の形態４によれば、実施の形態１と同様に、センサ２０の固定を維
持した状態で、劣化した粘着材層１１３を生体６０から剥離できる。また、センサ２０の
固定を維持した状態で、劣化した粘着材層１１３を新しい粘着材層に交換することもでき
る。
【０１２２】
　また、本実施の形態４では、上段部１１１ａと下段部１１１ｃとを独立して回転させる
ことできるので、センサ２０の固定を維持した状態で、生体上の粘着材層１１３と接触し
ている部分を変更することができる。このため、本実施の形態４による場合も、実施の形
態２の変形例及び実施の形態３と同様に、粘着材層１１３との長時間の接触を原因とする
皮膚のかぶれの発生を抑制できる。
【０１２３】
　上述した実施の形態の一部又は全部は、以下に記載する（付記１）～（付記２４）によ
って表現することができるが、以下の記載に限定されるものではない。
【０１２４】
（１）センサの一部分における生体の皮下への留置を保持する本体部と、
　前記本体部に取り付けられた２以上の保持部と、
を備え、
　前記２以上の保持部それぞれは、前記生体に粘着可能な粘着材層を備え、且つ、前記粘
着材層が前記生体に接触する状態と、前記粘着材層が前記生体から離れた状態との選択が
可能となるように可動する、
ことを特徴とするマウントユニット。
【０１２５】
（２）前記２以上の保持部それぞれが、ヒンジ機構を介して、前記本体部に取り付けられ
、
　前記ヒンジ機構による前記保持部の可動により、前記粘着材層が前記生体に接触する状
態と、前記粘着材層が前記生体から離れた状態と、の選択が可能になる、
付記１に記載のマウントユニット。
【０１２６】
（３）前記２以上の保持部それぞれが、前記生体に近づく方向及び前記生体から離れる方
向に移動可能となるように、前記本体部に取り付けられ、
　前記保持部の移動により、前記粘着材層が前記生体に接触する状態と、前記粘着材層が
前記生体から離れた状態と、の選択が可能になる、
付記１に記載のマウントユニット。
【０１２７】
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（４）前記２以上の保持部それぞれが、更に、前記本体部に対して回転可能となるように
、前記本体部に取り付けられている、付記３に記載のマウントユニット。
【０１２８】
（５）前記２以上の保持部それぞれの外面に、回転方向に沿って、前記粘着材層が複数個
設けられている、付記４に記載のマウントユニット。
【０１２９】
（６）前記本体部が、前記センサの位置を保持した状態で、少なくとも１つの前記保持部
の前記生体に接触する位置を変更できる機構を備えている、付記１に記載のマウントユニ
ット。
【０１３０】
（７）生体の皮下に一部分が留置されるセンサと、前記センサを前記生体に固定するため
のマウントユニットとを備え、
　前記マウントユニットは、前記センサの一部分における前記生体の皮下への留置を保持
する本体部と、前記本体部に取り付けられた２以上の保持部と、を備え、
　前記２以上の保持部それぞれは、前記生体に粘着可能な粘着材層を備え、且つ、前記粘
着材層が前記生体に接触する状態と、前記粘着材層が前記生体から離れた状態との選択が
可能となるように可動する、
ことを特徴とするセンサユニット。
【０１３１】
（８）前記２以上の保持部それぞれが、ヒンジ機構を介して、前記本体部に取り付けられ
、
　前記ヒンジ機構による前記保持部の可動により、前記粘着材層が前記生体に接触する状
態と、前記粘着材層が前記生体から離れた状態と、の選択が可能になる、
付記７に記載のセンサユニット。
【０１３２】
（９）前記２以上の保持部それぞれが、前記生体に近づく方向及び前記生体から離れる方
向に移動可能となるように、前記本体部に取り付けられ、
　前記保持部の移動により、前記粘着材層が前記生体に接触する状態と、前記粘着材層が
前記生体から離れた状態と、の選択が可能になる、
付記７に記載のセンサユニット。
【０１３３】
（１０）前記２以上の保持部それぞれが、更に、前記本体部に対して回転可能となるよう
に、前記本体部に取り付けられている、付記９に記載のセンサユニット。
【０１３４】
（１１）前記２以上の保持部それぞれの外面に、回転方向に沿って、前記粘着材層が複数
個設けられている、付記１０に記載のセンサユニット。
【０１３５】
（１２）前記本体部が、前記センサの位置を保持した状態で、少なくとも１つの前記保持
部の前記生体に接触する位置を変更できる機構を備えている、付記７に記載のセンサユニ
ット。
【０１３６】
（１３）生体の皮下にある間質液及び血液のうち少なくとも一方に含まれる物質に関する
数値情報を測定するための測定装置であって、
　前記皮下に一部分が留置され、且つ、前記数値情報に応じた信号を生成するセンサと、
　前記センサを前記生体に固定するためのマウントユニットと、
　前記センサが生成した前記信号を受け取り、前記信号に対するデジタル信号処理を含む
処理を実行するコントロールユニットと、
を備え、
　前記マウントユニットは、前記センサの一部分における前記生体の皮下への留置を保持
する本体部と、前記本体部に取り付けられた２以上の保持部とを備え、
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　前記２以上の保持部それぞれは、前記生体に粘着可能な粘着材層を備え、且つ、前記粘
着材層が前記生体に接触する状態と、前記粘着材層が前記生体から離れた状態との選択が
可能となるように可動する、
ことを特徴とする測定装置。
【０１３７】
（１４）前記コントロールユニットが、デジタル信号処理された前記信号を外部の計測装
置に送信する送信処理を実行する、付記１３に記載の測定装置。
【０１３８】
（１５）前記２以上の保持部それぞれが、ヒンジ機構を介して、前記本体部に取り付けら
れ、
　前記ヒンジ機構による前記保持部の可動により、前記粘着材層が前記生体に接触する状
態と、前記粘着材層が前記生体から離れた状態と、の選択が可能になる、
付記１３に記載の測定装置。
【０１３９】
（１６）前記２以上の保持部それぞれが、前記生体に近づく方向及び前記生体から離れる
方向に移動可能となるように、前記本体部に取り付けられ、
　前記保持部の移動により、前記粘着材層が前記生体に接触する状態と、前記粘着材層が
前記生体から離れた状態と、の選択が可能になる、
付記１３に記載の測定装置。
【０１４０】
（１７）前記２以上の保持部それぞれが、更に、前記本体部に対して回転可能となるよう
に、前記本体部に取り付けられている、付記１６に記載の測定装置。
【０１４１】
（１８）前記２以上の保持部それぞれの外面に、回転方向に沿って、前記粘着材層が複数
個設けられている、付記１７に記載の測定装置。
【０１４２】
（１９）前記本体部が、前記センサの位置を保持した状態で、少なくとも１つの前記保持
部の前記生体に接触する位置を変更できる機構を備えている、付記１３に記載の測定装置
。
【０１４３】
（２０）生体の皮下に一部分が留置されるセンサを、前記生体に固定するための方法であ
って、
（ａ）本体部と、前記本体部に取り付けられた２以上の保持部とを備えており、
前記２以上の保持部それぞれは、前記生体に粘着可能な粘着材層を備え、且つ、前記粘着
材層が前記生体に接触する状態と、前記粘着材層が前記生体から離れた状態とを選択でき
るように、前記本体部に取り付けられている、マウントユニットを用い、前記マウントユ
ニットの本体部によって、前記センサを保持する、ステップと、
（ｂ）前記マウントユニットの前記２以上の保持部のうち少なくとも１つの粘着材層を、
前記生体に接触させて、前記マウントユニットを前記生体に固定させる、ステップと、
（ｃ）前記２以上の保持部において前記粘着材層の交換が必要な場合に、少なくとも１つ
の保持部の前記粘着材層を前記生体に接触させた状態で、交換が必要な粘着材層を備える
保持部を動かして、前記交換が必要な粘着材層を前記生体から剥離する、ステップと、
を有することを特徴とするセンサ固定方法。
【０１４４】
（２１）前記２以上の保持部それぞれが、ヒンジ機構を介して、前記本体部に取り付けら
れ、
　前記ヒンジ機構による前記保持部の可動により、前記粘着材層が前記生体に接触する状
態と、前記粘着材層が前記生体から離れた状態と、の選択が可能になり、
　前記（ｃ）のステップにおいて、前記ヒンジ機構による前記保持部の可動により、前記
交換が必要な粘着材層を前記生体から剥離する、
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付記２０に記載のセンサ固定方法。
【０１４５】
（２２）前記２以上の保持部それぞれが、前記生体に近づく方向及び前記生体から離れる
方向に移動可能となるように、前記本体部に取り付けられ、
　前記保持部の移動により、前記粘着材層が前記生体に接触する状態と、前記粘着材層が
前記生体から離れた状態と、の選択が可能になり、
　前記（ｃ）のステップにおいて、前記保持部の移動により、前記交換が必要な粘着材層
を前記生体から剥離する、
付記２０に記載のセンサ固定方法。
【０１４６】
（２３）前記２以上の保持部それぞれが、前記本体部に対して回転可能となるように、前
記本体部に取り付けられている、
付記２２に記載のセンサ固定方法。
【０１４７】
（２４）前記２以上の保持部それぞれの外面に、回転方向に沿って、前記粘着材層が複数
個設けられており、
　前記（ｃ）のステップにおいて、前記保持部の回転により、前記交換が必要な粘着材層
に代わる新たな粘着材層を前記生体に向け、その後、前記保持部の移動により、新たな粘
着材層を前記生体に粘着させる、付記２３に記載のセンサ固定方法。
【産業上の利用可能性】
【０１４８】
　以上のように、本発明によれば、埋め込み型のセンサのマウントを生体に固定するため
に、粘着テープ等が利用されている場合において、センサに外力が加わらないようにしつ
つ、粘着テープを簡単に交換することができる。本発明は、このような要望のあるＣＧＭ
の分野に特に有用である。
【符号の説明】
【０１４９】
　１０　マウントユニット
　１１　本体部
　１２ａ～１２ｄ　保持部
　１３　粘着材層
　１４　セパレータフィルム
　１５　ヒンジ機構
　１６　電極
　２０　センサ
　２０ａ　先端部分
　２１ａ、２１ｂ　電極
　２２　酵素試薬層
　２３　基板
　３０　センサユニット
　４０　コントロールユニット
　４１　電極
　４２　凹部
　５０　測定装置
　６０　生体
　７０　マウントユニット
　７１　本体部
　７２ａ、７２ｂ　保持部
　７３　粘着材層
　７３ａ　劣化した粘着材層



(21) JP 5757816 B2 2015.8.5

10

20

　７４　セパレータフィルム
　７５　溝
　７６　電極
　８０　センサユニット
　９０　マウントユニット
　９１　本体部
　９２ａ、７２ｂ　保持部
　９３　粘着材層
　９３ａ　劣化した粘着材層
　９４　セパレータフィルム
　９５ａ、９５ｂ　溝
　９６　電極
　９７　開口部
　９８　軸
　１００　センサユニット
　１１０　マウントユニット
　１１１　本体部
　１１１ａ　上段部
　１１１ｂ　中段部
　１１１ｃ　下段部
　１１２ａ～１１２ｇ　保持部
　１１３　粘着材層
　１１４　セパレータフィルム
　１１５　電極
　１１６　カバー
　１２０　センサユニット
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